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関係各位

 臓器提供者(ドナー)適応基準及び

 移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について

 日頃より、本県の移植医療の推進におきまして、ご理解とご協力を賜り感謝

 申しあげます。

 標記につきまして、厚生労働省健康局長より通知がありましたので送付致し

 ます。

 貴機関内で周知を図られますよう、よろしくお願いいたします。

 沖縄県福祉保健部国保・健康増進課長

 (公印省略)

 福健第2635号

 平成23年3月 1日

 ユftイ'

'

担当  国保・健康増進課地域保健班宮里

 Tel: 866・2209 F飢: 866-2289

 M且il:血 azaal Tef.okinawaj
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 臓器提供者(ドナー)

 一部改正について
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 厚生労働省健康局長三.Ξ
 {(印影印励D

 適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準の

 臓器提供者(ドナー)の適応の判断及び臓器の移植希望者(レシピエント)の選択にっ
 きましては、,「臓器提供者(ドナー).適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準に
 ついて」(平成9年10月 16日付け健医発第1371号。以下「基準通知」という。)に
 より実施されているところです。

 今般、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会の審議結果を踏まえ、基準通知の別
 添1・(各臓器の臓器提供者(ドナー)適応基準)のうち、炯干臓>臓器提供者(ドナー)適
 応基準に係る部分を別紙1の新旧対照表のとおり、また、基準通知の別添2 (各臓器の移
 植希望者(レシピエント)選択基準)のうち、肝臓移植希望者(レシピエント)選択基準
 及び腎臓移植希望者(レシビエント)'選択基準に係る部分を牙1蜂氏2の新旧対照表のとおり
 改正することとしまし.た。

 上記について、別添のとおり社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長あて通知しまし

 たので、御了知願うとともに、〔貴管内.の医療機関等に対する周知徒っきま._し'て御配慮卿>
 ます。

 健発 0 2 1 8 第 3 号

 平成2 3年2月 18 日
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 別紙1

 1.以下の疾患又は状態を伴わないとととする。
 (1)全身性の活動性感染症

 (2) H IV抗体、 HTLV- 1抗体、 HB S抗原など力芋昜陛
 (3)クロイツフェルト・ヤコブ病及びその疑い
 (4)悪性腫傷(原発性脳腫傷及び治癒したと考えられるものを除

 く。)

 2.以下の疾患又は状態を伴う場合は、慎重に適応を決定する。
 (1)病理組織学的な肝臓の異常
 (2)生化学的肝機能検査の異常
 (3) 1週間以内の腹部、消化管手術及び細菌感染を伴う腹部外傷
 (4)胆道系手術の既往
 (5)長期の低酸素血症

改正後

 <肝臓>臓器提供者(ドナー)適応基準新旧対照表

 (6)高度の高血圧

 (フ)長期の低血圧

 (8)旦旦^
 (9) HB C抗体陽陛

 (1ω先天性の代謝性肝疾患の保有の可能性がある者
 (11)重度糖尿病、過度の肥満、重症熱傷その他の重度の全身性

 備考)摘出されたドナー肝にっいては、移植前に肉眼的、組織学的に
 観察し、最終的に適応を検討するととが望ましい(移植担当医の判
 断に委ねる)。

 1.以下の疾患又は状態を伴わないこととする。
 (1)全身性の活動性感染症

 (2) H IV抗体、 HTLV- 1抗体、 HB S抗原など力那昜性
 (3)クロイツフェルト・ヤコブ病及びその疑い
 (4)悪性腫傷(原発性脳腫傷及び治癒したと考えられるものを除

 く。)

疾患

 付記上記の基準は適宜見直されるとと。

 2.以下の疾患又は状態を伴う場合は、,慎重に適応を決定する。
 (1)病理組織学的な肝臓の異常
 (2)生化学的肝機能検査の異常

 (3) 1週間以内の腹部、消化管手術及び細菌感染を伴う腹部外傷
 (4)胆道系手術の既往
 (5)重症糖尿病

 現 1テ

 (田過度の肥満
 (フ)重症の熱傷

 (8)長期の低酸素状態

 (田高度の高血圧又は長期の低血圧
 aの11旦^

 備考)摘出されたドナー肝にっいては、移植前に肉眼的、組織学的に
 観察し、最終的に適応を検討することが望ましい(移植担当医の判
 断に委ねる)。

 付記上記の基準は適宜見直されること。



 一ヨ

1

適合条件

 (1) AB0式血液型

 AB0式血液型の一致(identicaD 及.び適合(compatible)
 の待機者を候補者とする。

 ただし、選択時2歳(生後24ケ月)未満の場合には医学的

 急性9点の場合に限り、不適合(i皿Comatible)の待機者も候

 肝臓移植希望者(レシピエント)選択基準新旧対照表

 改'正後

 補者とする。

 (2)前感作抗体

 当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

 (3) HLA型

 当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

 (4)搬送時間(虚血許容時問)

 臓器提供者(ドナー)の肝臓を摘出してから1・2時間以内に

 血流再開することが望ましい。

 2.優先順位

 (1)医学的緊急性

1

適合条件

 (1) AB0式血液型

 AB0式血液型の一致(identioaD 及び適合(C飢Patiblo)
 の待機者を候補者とする。

 予測余命が1ケ月以内

 予測余命が1ケ月~6ケ月以内

 予測余命が6ケ月~1年以内

 現イテ

 (2)前感作抗体

 当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

 (3) HLA型

 当面、選択基準にしないが、必ず検査し、'登録する。

 (4)搬送時間(虚血許容時間)

 臓器提供者(ドナー)の肝臓を摘出してから12時間以内に

 血流再開tるととが望ましい。

 2.優先順位

 (1)医学的緊急性

 9点

 6点

 3点

 6点

 予測余命が1ケ月以内

 予測余命が1ケ月~6ケ月以内

 予測余命が6ケ月~1年以内  3点

 9点



 予測余命が1年を超えるもの

 ただし、先天性肝・胆道疾患及び先天性代謝異常症にっいて
 は、肝臓移植が治療的意義を持つ時期、患者の日常生活に障害
 が発生している状態及び成長障害がある状態を考慮の上、上表

 に規定する点数のいずれかを用いるととがある。

 (2) AB0式血液型

 AB0式血液型が一致

 AB0式血液型が適合

 ただし、選択時に 2歳(生後 24 ケ月)未満かつ医学的_
 性9点の待機者は、血液型を問わず、 1

 (3)臓器提供者(ドナー)が 18 歳未満の場合には、選択時に1

 1点

 8歳未満の移植希望者(レシピ土ント)に限り、 1点を加点す
 る。

 3.具体的選択方法

 適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する
 場合には、優先順位は、以下の順に勘案して決定する。

 (1)臓器の移植に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族
 に対し臓器を優先的に提供する意思が表示されていた場合
 には、当該親族を優先する。

 ただし、 HLAの適合度を必ず確認し、臓器提供者(ドナ
 ー).のHLA-A、 HLA-B、 HLA-DRのすべてにホ
 モ接合体が存在し、移植希望者(レシピエント)が臓器提供

 ただし、先天性肝・胆道疾患及び先天性代謝異常症にっいて
 は、肝臓移植が治療的意義を持つ時期、患者の日常生活に障害が
 発生している状態及び成長障害がある状態を考慮の上、上表に規
 定する点数のいずれかを用いるととがある。

 5点1.

 予測余命が1年を超えるもの

 1, 0,点

 5点を加点する。

 (2) AB0式血液型

阜

 AB0式血液型が一致

 AB0式血液型が適合

 1点

 3.具体的選択方法

 適合条件に合致する移植希望者(レシビエント)が複数存在する
 場合には、優先順位は、以下の順に勘案して決定する。

 (1)臓器の移植に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族
 に対し臓器を優先的に提供する意思が表示されていた場合に
 は、当該親族を優先する。

 ただし、 HLAの適合度を必ず確認し、臓器提供者(ドナ
 ー)のHLA-A、 HLA-B、 HLA-DRのすべてにホ
 モ接合体が存在し、移植希望者(レシピエント)が臓器提供
 者(ドナー)のハプロタイプを共有するへテロ接合体である

 1. 5,点

 0点1.



 者(ドナー)のハプロタイプを共有するへテロ接合体である
 場合には、移植片対宿主病(GVHD)の危険性が高いため、
 除く。

 (2) 2.の(1)、(2)及び(3)の合計点数が高い順とする。
 ただし、これらの条件が同一の移植希望者(レシピエント)

 が複数存在した場合は、待機期間の長い者を優先する。

 (3)(1)又は(2)で選ばれた移植希望者(レシビエント)
 が肝腎同時移植の待機者である場合であって、かっ、臓器提

 供者(ドナー)から肝臓及び腎臓の提供があったときには、
 当該待機者に優先的に肝臓及び腎臓を同時に配分する。ま
 た、選ばれた移植希望者(レシビエント)が肝腎同時移植の
 待機者の場合であって、かつ、臓器提供者(ドナー)から肝
 臓、畔臓及び腎臓の提供があったときには、眸臓移植希望者
 (レシビエント)選択基準で選ぱれた移植希望者(レシピエ

 ント)が隊腎同時移植の待機者である場合であっても、当該
 肝腎同時移植の待機者に優先的に肝臓及び腎臓を同時に配
 分する。

 なお、選ばれた肝腎同時移植の待機者が優先すべき親族で
 ない場合であって、腎臓移植希望者(レシピエント)が優先
 すべき親族であるときや障腎同時移植希望者(レシビエン
 ト)が優先すべき親族であるときは、当該腎臓移植希望者(レ
 シピエント)や縢腎同時移植希望者(レシビエント)が優先
 される。

 場合には、移植片対宿主病(GVHD)の危険性が高いため、
 除く。

 (2) 2.の(1)、(2)の合計点数が高い順とする。ただし、
 これらの条件が伺一の移植希望者(レシピエント)が複数
 存在した場合は、待機期間の長い者を優先する。

 (4)(3)により、肝腎同時移植希望者(レシビエント)が選
 定されたものの、肝臓が移植に適さないことが判明した場合
 には、腎臓移植希望者(レシピエント)選択基準で選ばれた

 (3)(1)又は(2)で選ばれた移植希望者(レシビエント)
 が肝腎同時移植の待機者である場合であって、かっ、臓器
 提供者(ドナー)から肝臓及び腎臓の提供があったときに
 は、当該待機者に優先的に肝臓及び腎臓を同時に配分する。
 また、選ばれた移植希望者(レシビエント)が肝腎同時移
 植の待機者の場合であっで、かつ、臓器提供者(ドナー)
 から肝臓、縢臓及び.腎臓の提供があったときには、畔臓移
 植希望者(レシピエント)選択基準で選ばれた移植希望者
 (レシピエント)が眸腎同時移植の待機者である場合であ

 つても、当該肝腎同時移植の待機者に優先的に肝臓及び腎
 臓を同時に配分する。

 なお、選ぱれた肝腎同時移植の待機者が優先すべき親族
 でない場合であって、腎臓移植希望者(レシピエント)が
 優先すべき親族であるときや騰腎同時移植希望者(レシピ
 エント)が優先すべき親族であるときは、当該腎臓移植希
 望者(レシピエント)や肺腎同時移植希望者(レシビエン
 ト)が優先される。

 (4)(3)により、肝腎同時移植希望者(レシピエント)が選
 定されたものの、肝臓が移植に適さないことが判明した場
 合には、腎臓移植希望者(レシピエント)選択基準で選ぱ
 れた腎臓移植希望者(レシピエント)に腎臓を配分する。



 腎臘移植希望者(レシピエント)に腎臓を配分する。

 (5)(1)又は(2)で選ばれた移植希望者(レシピエント)が

 肝小腸伺時移植の希望者である場合であって、かつ、臓器提

 供者(ドナー)から肝臓及び小腸の提供があった場合には当

 該待機者に優先的に肝臓及び小腸を同時に配分する。なお、
 選ばれた肝小腸同時移植の待機者が優先すべき親族でない
 場合であって、小腸移植希望者(レシピエント)が優先すべ
 き親族であるときには、当該小腸移植希望者(レシピエント)
 が優先される。

 (田  (5)により、肝小腸伺時移植希望者(レシ.ピエント)が

 選定されたものの、"刊蔵が移植に適さないことが判明した場
 合には、ン」明昜移植希望者

 4.その他

 AB0式血液型の取扱いや優先順位の点数付け等、当基準全般に

 ついては、今後の移植医療の定着及び移植実績の評価を踏まえ、適
 宜見直すこととする。

 また、将来ネットワークが整備され、組織的にも機能的にも十分
 機能した場合は、改めてブ位ツクを考慮した優先順位を検討するこ
 とが必要である。

 た小腸移植希望者(レシピエント)に小腸を配分する
 レシピエント)選択基準で選ばれ

 4.その他

 AB0式血液型の取扱いや優先順位の点数付け等、当基準全般に
 ついては、今後の移植医療の定着及び移植実績の評価を踏まえ、適
 宜見直すこととする。

 また、将来ネットワークが整備され、組織的にも機能的にも十分
 機能した場合は、改めてブロックを考慮した優先順位を検討するこ
 とが必要である。



 1.前提条件

 (1) AB0式血液型

 AB0式血液型の一致(identicaD 及ぴ適合(C伽Patibl.)
 の待機者を候補者とする。

 (2)りンパ球交叉試験(全りンパ球又はTりンノ証凋陰性

 腎臓移植希望者(レシピエント)選択基準新旧対照表

改正後

 2.優先順位

 (1)搬送時間(阻血時間)

地域

 同一都道府県内(注)

 *移植希望者の登録地域は移植希望施設の所在地(都道府県)と
 する。~

 同ーブロック内

 (2) HLAの適合度

 DR座の適合

 (ミスマッチ数)

1

前提条件

 (1) AB0式血液型

 AB0式血液型の一致(identicaD 及び適合(0血Pauble)
 の待機者を候補者とする。

0
0

 A座及びB座の適合

 (ミスマッチ数)

点数

 (2)りンパ球直接交叉試験(全りンパ球又はTりンパ球)陰性

 1 2 ,点

2

 現 tテ

 6点

優先順位

 (1)搬送時間(阻血時間)

0
1

14

地域

点数

13

 同一都道府県内(注)

 *移植希望者の登録地域は移植希望施設の所在地(都道府県)と
 する。

 同ーブロック内

 (2)' HLAの適合度

 DR座の適合数

 (ミスマッチ数)

0
0

点数

 A座及びB座の適合数

 (ミスマッチ数)

 1 2,点

 6 ,点

0
1

点数

 14点

 1 3点



0
0
0
1
1
1

2

1

3

1

4

2
2

0

2

1

12

2

2

11

 (3)待機日数

待機日数

待機日数

2

3

10

4

9

0

8

1

7

2

6

 (4)'未成年者

3

X1

 (N)室4014 日

 (N)>4014 日

5

4

4

 15点

 16歳未満については14点を加算する。
 16歳以上20歳未満については12点を加一する

3
2

 3.具体的選択法

 適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する
 場合には、優先順位は、以下の順に勘案して決定する。

1

 待機日数ポイント=N/3鉐点

 待機日数ポイント=10+10宮1,74
 (N/365-9)点

0

0

0
0
1
1
1
1

2

1

3

2

4

2

0

2

 (3)待機日数
待機日数

待機日数

1

2

 1 2 ,'ミ

2

2

 1 1 ,点

3

 10点

4
0

 9点

 (4)小児待機患者

 (N)'4014 日

 (N)>4014 日

1

 8点

2

 7点

小児待

3

 6点

4

 5点

 3,具体的選択法

 適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する
 場合には、優先順位は、.以下の順に勘案して決定する。

 患者(16歳未満)については14点を加算する。

 4 ,点

 待機日数ポイント=N/3飾点

 待機日数ポイント=W+10gl.74
 (N/3価一9)点

 3点

 2点

 1点

 0占



 (1)臓器の移植に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族に
 対し臓器を優先的に提供する意思が表示されていた場合には、

 当該親族を優先する。

 (2) AB0式血液型が一致6denticaD する者を適合(C飢Patible)
 する者より優先する。

 (3) 2,の(1)~・(4)の合計点数が高い順とする。ただし、
 これらの条件が同一の移植希望者(レシビエント)が複数存在
 した場合には、臓器搬送に要する時間、医学的条件に配慮する。

 (注1)地域は、原則として、都道府県、ブロヅク内他都道府県と
 する。た.だし、地域の実情を踏まえ、(社)ヨ本臓器移植ネ
 ツトワークにおいて複数の都道府県を統合したサブブロッ
 クを設置するととも可能とする。

 (注2) 1年以内に移植希望者(レシピエント)の登録情報が更新
 されていることを必要条件とする。

 (1)臓器の移植に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族に
 対し臓器を優先的に提供する意思が表示されていた場合には、

 当該親族を優先する。

 (注3) C型肝炎抗体陽性ドナーからの移植は、 C型肝炎抗体陽性
 レシピエントのみを対象とするが、りスクについでは十分

 に説明し承諾を得られた場合にのみ移植可能とする。

 (2) AB 0式血液型の一致(identicaDする者を適合(C飢Patible)
 する者より優先する。

 (注4)

 (3) 2、の(1)~(4)の合計点数が高い順とする。ただし、
 これらの条件が同一の移植希望者(レシピエント)が複数存在
 した場合には、臓器搬送に要する時間、医学的条件に配慮する。

 新ノレーノ・レ実施後1年を目途に新ルーノレの運用状況につい
て

 検査の取扱い等について適宜PRA

 討を行うとともに、今後新たな医学的知見を

 また、 PRA

ととする

 (注1)地域は、原則として、都道府県、ブロック内他都道府県と
 する。ただし、地域の実情を踏まえ、件幻日本臓器移植ネ
 ツトワークにおいて複数の都道府県を統合したサブブロッ
 クを設置することも可能とする。

 査が可能な場合はPRAキ

 (注 2 )

 言寸を行い、必要があれ

 1年以内に移植希望者(レシピエント)の登録情報が更新
 されているととを必要条件とする。

 (注3)C型肝炎抗体陽性ドナーからの移植は、 C型肝炎抗体陽陛
 レシピエントのみを対象とするが、りスクについては十分
 に説明し承諾を得られた場合にのみ移植可能とする。

 まえ、

 査陰性を満たすこ

 (注4)新ノレーノレの下での状況について、実施後1年のデータが蓄
 積された時点で新ルールを検討するが、必要があれば追加
 すべき事項について検討する。



 ば、基準の見直しを行うこととする。



、

 1.以下の疾患又は状態を伴わないこととする。
 (1)全身性の活動性感染症

 (2) HIV抗体、 HTLV-1抗体、 HB S抗原などが陽性
 (3)クロイツフェルト・ヤ江プ病及ぴその疑い
 (4)悪性腫傷(原発性脳腫癌及び治癒したと考えられるものを除く。)

 2.以下の疾患又は状態を伴う場合は、慎重に適応を決定する。
 (1)病理組織学的な肝臓の異常
 (2)生化学的肝機能検査の異常

 (3) 1週間以内の腹部、消化管手術及び細菌感染を伴う腹部外傷
 (4)胆道系手術の既往
 (5)長期の低酸素血症
 (田高度の高血圧

 (フ)長期の低血圧

 (8) HCV抗体陽性
 (9) HB 0抗体陽性

 (1ω先天性の代謝性肝疾患の保有の可能性がある者
 (11)重度糖尿病、過度の肥満、重症熱傷その他の重度の全身性疾患

 備考)摘出されたドナー肝にっいては、移植前に肉眼的、組織学的に観察し、最終的
 に適応を検討することが望ましい(移植担当医の判断に委ねる)。

 付記上記の基準は適宜見直されること。

 <肝臓>臓器提供者・(ドナー)適応基準

参考



 1.適合条件

 (1) AB0式血液型

 AB0式血液型の一致 6d印ticaD 及び適合(C町Patible)の待機者を候補者と
 する。

 ただし、選択時2歳(生後24ケ月)未満の場合には医学的緊急性9点の場合に限
 リ、不適合(imo0叩atible、)の待機者も候補者とする。

 肝臓移植希望者(レシピエント)選択基準

 (2)前感作抗体

 当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

 (3) HLA型

 当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

 (4)搬送時間(虚血許容時間)

 臓器提供者(ドナー)の肝臓を摘出してから12時間以内に血流再開することが望
 まじい。

優先順位2.

 (.1)医学的緊急性

 予測余命が1ケ月以内

 予測余命が1ケ月~6ケ月以内

 予測余命が6ケ月~1年以内

 予測余命が1年を超えるもの

 ただし、先天性肝・胆道疾患及び先天性代謝異常症にっいては、肝臓移植が治療
 的意義を持っ時期、患者の日常生活に障害が発生している状態及び成長障害がある状
 態を考慮の上、'上表に規定する点数のいずれかを用いることがある。

 (2) AB0式血液型

 AB0式血液型が一致

 AB0式血液型が適合

 ただし、選択時に2歳(生後24ケ月)未満かつ医学的緊急性9点の待機者は、血
 液型を問わず、 1. 5点を加点する。

 9点

 6点

 3点

 1点

 5 ,点1.

 0 ,点1.



、、

 (3)臓器提供者(ドナー)が18歳未満の場合には、選択時に18歳未満の移植希望者
 (レシピエント)に限り、 1点を加点する。

 3.具体的選択方法

 適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する場合には、優先順位は、
 以下の順に勘案して決定する。

 (1)臓器の移植に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族に対し臓器を優先的に
 提供する意,思が表示されていた場合には、当該親族を優先する。
 ただし、 HLAの適合度を必ず確認し、臓器提供者(ドナー)のHLA[A、 HL

 A-B、 HLA-DRのすべてにホモ接合体が存在し、移植希望者(レシピエント)
 が臓器提供者(ドナー)のハプロタイプを共有するへテロ接合体である場合には、移
 植片対宿主病(GVHD)の危険陛が高いため、除く。

 (2) 2.の(1)、(2)及び(3)の合計点数が高い順とする。ただし、これらの条
 件が同一の移植希望者(レシピエント)が複数存在した場合は、待機期間の長い者を
 優先する。

 (3)(1)又は(2)で選ばれた移植希望者(レシピエント)が肝腎同時移植の待機
 者である場合であって、かつ、臓器提供者(ドナー)から肝臓及び腎臓の提供があっ
 たときには、当該待機者に優先的に肝臓及び腎臓を同時に配分する6 また、選ぱれた
 移植希望者(レシピエント)が肝腎同時移植の待機者の場合であって、かっ、臓器提
 供者(ドナー)から肝臓、畔臓及ぴ腎臓の提供があったときには、肺臓移植希望者(レ
 シピエント)選択基準で選ぱれた移植希望者(レシピエント)が縢腎同時移植の待機
 者である場合であっても、当該肝腎同時移植の待機者に優先的に肝臓及び腎臓を同時
 に配分する。

 なお、選ぱれた肝腎伺時移植の待機者が優先すべき親族でない場合であって、腎臓
 移植希望者(レシピエント)が優先すべき親族であるときや肺腎同時移植希望者(レ
 シピエント)が優先すべき親族であるときは、当該腎臓移植希望者(レシピエント)
 や眸腎同時移植希望者(レシピエント)が優先される。

 (4)(3)により、肝腎同時移植希望者(レシピエント)が選定されたものの、肝臓
 が移植に適さないことが判明した場合には、腎臓移植希望者(レシピエント)選択基
 準で選ばれた腎臓移植希望者(レシピエント)に腎臓を配分する。

 (5)(1)又は(2)で選ぱれた移植希望者(レシピエント)が肝小腸同時移植の希望
 者である場合であって、かつ、臓器提供者(ドナー)から肝臓及び小腸の提供があ



 つた場合には当該待機者に優先的に肝臓及び小腸を同時に配分する。なお、選ぱれ
 た肝小腸同時移植の待機者が優先すべき親族でない場合であって、小腸移植希望者
 (レシピエント)が優先すべき親族であるときには、当該小腸移植希望者(レシピ

 エント)が優先される。

 (6)(5)により、肝小腸同時移植希望者(レシビエント)が選定されたものの、肝
 臓が移植に適さないことが判明した場合には、小腸移植希望者(レシピエント)選
 択基準で選ばれた小腸移植希望者(レシピエント)に小腸を配分する。

 4.その他

 AB0式血液型の取扱いや優先順位の点数付け等、当基準全般にっいては、今後の移植
 医療の定着及び移植実韻の評価を踏まえ、適宜見直すとととする。

 また、将来ネツトワークが整備され、組織的にも機能的にも十分機能した場合は、改め
 てブロツクを考慮した優先順位を検討することが必要である。



,

1

前提条件
 (1) AB0式血液型

 AB0式血液型の一致 ad印ticaD 及び適合(C伽P註ible)の待機者を候補者と
 する。

 腎臓移植希望者(レシピエント)選択基準

 (2)りンパ球交叉試験(全りンパ球又はTりンパ球)陰性

 2.優先順位

 (1)搬送時間(阻血時間)

 同一都道府県内(注)

地域

 *移植希望者の登録地域は移植希望施設の所在地(都道府県)とする。

 (2) HLAの適合度

 同ーブロック内

 DR座の適合

 (ミスマッチ数)
0
0
0

 A座及びB座の適合

 (ミスマッチ数)
0
0
1

点数

1

 1 2,点

1

0

1

 6 ,点

1

1

2

2

3

2

4

2

0

14

2
点数

1

13

2

2

12

3

11

4

10

0

9

1

8

2

7

3

6

4

5

 1 5 ,点X I .

4
3
2
1
0

、



 (3)待機日数

待機日数

待機日数

 (4),未成年者

 16歳未満については14点を加算する。

 16歳以上20歳未満については12点を加算する。

 (N)亘4014 日

 (N)>4014 日

 3.具体的選択法

 適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する場合には、優先順位は、
 以下の順に勘案して決定する6

 待機日数ポイント=N/3晒点

 待機日数ポイント=10+10創.74 (N/3鉐一9)点

 (1)臓器の移植に関tる法律第6条の2の規定に基づき、親族に対し臓器を優先的に提
 供する意思が表示されていた場合には、当該親族を優先する。

 (2) AB0式血液型が一致 adenuoaD する者を適合(0飢Pat北le)する者より優先
 する。

 (3) 2.の(1)~(4)の合計点数が高い順とする。.ただし、これらの条件が同一の
 移植希望者(レシピエント)が複数存在した場合には、臓器搬送に要する時問、医学
 的条件に配慮する。

 (注1)地域は、原則として、都道府県、ブロヅク内他都道府県とする。ただL 地域の
 実情を踏まえ、件台日本臓器移植ネットワークにおいて複数の都道府県を統合
 したサブブロックを設置するととも可能とする。

 (注2) 1年以内に移植希望者(レシピエント)の登録情報が更新されているととを必要
 条件とする。

 (注3) C型肝炎抗体陽性ドナーからの移植は、 C型肝炎抗体陽性レシピエントのみを対
 象とするが、りスクにっいては十分に説明し承諾を得られた場合にのみ移植可能
 とする。

 (注4)新ルール実施後1年を目途に新ルールの運用状況にっいて検討を行うとともに、
 今後新たな医学的知見を踏まえ、.PRA 検査の取扱い等にっいて適宜検討を行い、
 必要があれぱ、基準の見直しを行うこととする。


